
景観審議会の部会構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【参考】 

条例の名称 主 な 審 議 事 項  

景観の形成等に 

関する条例 

・景観形成地区等の指定又は変更並びに景観形成基準等の決定又は変更 

・景観形成重点区域の指定又は変更並びに景観形成重点基準の決定又は変更 

・景観形成重要建造物等の指定又は指定の解除 

・景観遺産の登録若しくは変更又は登録の抹消             等 

兵庫県屋外広告物

条例 

・禁止地域及び禁止物件の指定 

・許可地域の指定 

・許可基準の決定又は変更                      等 

緑豊かな地域環境

の形成に関する 

条例 

・緑豊かな環境形成地域の指定又は変更 

・地域環境形成基本方針の決定又は変更 

・環境形成区域の指定又は変更並びに同区域の地域環境形成基準の決定又は変更 

・地区整備計画の認定又は変更                    等 

 

○景観形成部会 

 ・委員数：10名 

 ・「景観の形成等に関する条例」の施行に関する調査審議を円滑に運営

するために設置。 

○広告物部会 

 ・委員数：８名 

 ・「兵庫県屋外広告物条例」の施行に関する調査審議を円滑に運営する

ために設置。 

○緑豊かな環境形成部会 

 ・委員数：８名 

 ・「緑豊かな地域環境の形成に関する条例」の施行に関する調査審議を

円滑に運営するために設置。 

○景観影響評価部会 

 ・委員数：６名（景観形成部会委員の中から選任） 

 ・「景観の形成等に関する条例」による景観影響評価（大規模建築物等、

特定建築物等）等の施行についての調査審議を円滑に運営するため

に設置。 

 ・神戸東部新都心（中心地区）のデザイン調整に関すること。 

○景観審議会 

 ・委員数：２０名 

 ・「景観の形成等に関する条例」、「兵庫県屋外広告物条例」及び「緑豊かな地域環境の形成に

関する条例」の施行に伴う重要事項（景観行政及びその制度のあり方等）に関する調査審議

及び各部会の審議に関する総合調整を行う。 


